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浄
化
槽
は
、
保
守
点
検
・
清
掃
・
法

定
検
査
と
い
う
維
持
管
理
が
適
正
に
行

わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
生

活
か
ら
排
出
さ
れ
た
汚
水
を
浄
化
し
て

き
れ
い
な
水
を
川
に
流
す
こ
と
の
で
き

る
装
置
で
す
。
維
持
管
理
の
適
正
で
な

い
浄
化
槽
に
よ
る
河
川
の
汚
濁
を
防
ぐ

た
め
に
一
年
に
一
回
、
浄
化
槽
の
機
能

を
診
断
す
る
た
め
の
検
査
を
受
検
す
る

こ
と
が
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。平

成
十
七
年
五
月
に
浄
化
槽
法
が
改

正
さ
れ
、
法
定
検
査
を
受
検
し
な
い
場

合
の
県
の
指
導
監
督
が
強
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
県
の
命
令
に
従
わ
な
い
場

合
は
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る

こ
と
が
で
き
る
等
の
罰
則
規
定
が
新
た

に
追
加
さ
れ
て
、
本
年
二
月
一
日
に
施

行
さ
れ
ま
し
た
。

業
者
に
委
託
し
て
い
る
保
守
点
検
と

は
別
に
、
県
知
事
の
指
定
し
た
検
査
機

関
の
行
う
検
査
で
、
次
の
二
つ
が
あ
り

ま
す
。

①
設
置
状
況
調
査
　
　
　
　
　
　
　

浄
化
槽
を
使
い
始
め
て
三
ヶ
月
を
経

過
し
た
後
に
、
施
工
と
機
能
の
検
査
を

行
い
ま
す
。

②
維
持
管
理
検
査

年
一
回
、
浄
化
槽
の
機
能
と
、
維
持

管
理
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
査

し
ま
す
。

検
査
結
果
は
、
県
の
環
境
管
理
事
務

所
に
報
告
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の

浄
化
槽
の
保
守
点
検
を
行
っ
て
い
る
業

者
に
、
適
正
な
維
持
管
理
を
行
う
た
め

の
助
言
・
指
導
が
行
わ
れ
ま
す
。

問
合
せ
先

埼
玉
県
東
部
環
境
管
理
事
務
所
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町
で
は
、
生
活
排
水
処
理
対
策
と
し

て
浄
化
槽
の
設
置
を
推
進
し
て
い
ま

す
。そ

こ
で
、
補
助
対
象
区
域
内
で
家
庭

用
の
浄
化
槽
を
新
た
に
設
置
す
る
か
た

に
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

▼
補
助
金
額

人
槽
に
よ
ら
ず
、
浄
化
槽
１
基
あ
た

り
24
万
円
で
す
。

▼
補
助
金
の
交
付
申
請

浄
化
槽
設
置
前
に
申
請
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
設
置
後
の
申
請
は
受
付
で
き

ま
せ
ん
。

補
助
対
象
区
域
、
申
請
書
類
等
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

内
線
１
５
３

浄
化
槽
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

法
定
検
査
の
内
容

※ 浄化槽とは、BOD（生物化学的酸素要求量）除去率が90％以上及び放流水のBOD20㎎／r以下の機能を持つ浄化槽

補
助
金
交
付
ま
で
の

事
務
手
続
き

交
付
申
請
書
の
提
出

（
設
置
者→

町
）

交
付
決
定
通
知
書
の
送
付

（
町→

設
置
者
）

工
事
着
工

（
浄
化
槽
埋
設
時
、

町
職
員
が
立
会
）

実
績
報
告
書
の
提
出

（
設
置
者→

町
）

工
事
完
了
検
査

（
工
事
完
了
時
、

町
職
員
が
検
査
）

交
付
確
定
通
知
書
の
送
付

（
町→

設
置
者
）

請
求
書
の
提
出

（
設
置
者→

町
）

補
助
金
の
交
付

（
町→

設
置
者
）

浄
化
槽
（
合
併
処
理
浄
化
槽
）

設
置
に
補
助
金申

請
書


